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 １ 計画策定の意義 

 

今日、地球環境問題や、ごみ問題、天然資源の枯渇といった問題を克服し、環境負荷の少ない持続可能

な社会を実現するため、これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済社会システムから脱却し、生

産から流通、消費の各段階で廃棄物の発生抑制と資源の循環的利用を図る循環型社会作りの推進が求め

られています。 

循環型社会作りへの取組みは、自らのライフスタイルや、事業活動のあり方を見直していくことから始ま

り、地域での具体的、実践的取組みが重要であります。 

本計画はこのような状況のなか、｢容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律｣（以下

「法」という。）第８条の規定に基づいて一般廃棄物の多くを占める容器包装廃棄物を分別収集し最終処分量

の削減を図る目的で、市民・事業者・行政それぞれの役割を明確にし、具体的な推進方策を明らかにすると

ともに、これを公表することにより、すべての関係者が一体となって取組むべき方針を示したものでありま

す。 

 

２ 基本的方向 

 

本市の「一般廃棄物処理基本計画」では、次のような基本的方向を定めており、本計画の実施にあたって

もこれを踏襲することを前提に作成したものです。 

① 発生抑制行動の浸透とパートナーシップによる取組体制の確立。 

② 市民との協働によるリサイクルシステムの確立。 

③ 排出者責任の確立による事業系ごみ減量化の推進。 

④ 循環型処理システムの計画的な整備。 

⑤ 美しいまちづくりの推進。 

   

３ 計画期間 

 

   本計画の計画期間は令和８年４月を始期とする５か年とし、３年ごとに改定するものとします。 

 

４ 対象品目 

 

    本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器（無色、茶色、その他）、

飲料用紙製容器、段ボール、紙製容器包装、ペットボトルを対象とします。 
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５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み(法第８条第２項第１号) 

 

 

 

 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項(法第８条第２項第２号) 

 

容器包装廃棄物の排出を抑制するため、以下の方策を実施します。なお、実施にあたっては市民、事業者、

再生業者、行政等がそれぞれの立場から役割を分担し、相互に協力・連携を図ることを基本とします。 

 

・教育、啓発活動の充実 

    市民が、自発的に環境に配慮した生活スタイルを選択し、ごみ減量行動を実践するよう、環境やごみに

関する啓発活動・情報提供を充実するとともに、環境学習・環境教育の推進を図ります。一人ひとりの環境

への配慮を、より大きな行動につなげるために、地域におけるごみ減量化の取り組みを活性化します。 

     さらに、日常生活の中で、使い捨て容器の見直しや中身を詰め替えることにより容器を繰り返し利用でき、

容器包装を減量化できる消費行動や簡易包装した商品の選択などの意識の高揚を図るための啓発活動

を継続的に行います。 

     また、市民との連携を深めるため、市内全域の各自治会から推薦され、市が委嘱したごみ減量等推進員

を中心として、地元研修会・施設見学会など地域における啓発活動の充実を図ります。 

・事業系ごみの減量対策 

     スーパーなどの多量排出事業者に対しては、毎年ごみの減量等計画書などの提出を求め、事業所から

発生するごみの排出抑制を基本とし、減量・リサイクル推進の指導を図ると共に廃棄物管理責任者との連

携を密にし、定期的に実態調査の実施や研修会・講習会などを開催し、意識の高揚を図ります。 

  ・包装の簡素化の推進 

 ｢環境月間｣や｢リサイクル推進月間｣などのイベントを通じて、商品の適正包装の推進、マイバック持参運

動などの啓発を行います。 

・事業者による自主回収の拡充 

     高槻市エコショップ認定制度による、スーパーや小売店での、量り売り、ばら売りコーナーの拡大など、

容器包装ごみの減量化のための事業者の取り組みを支援していくほか、白色の発泡スチロール製食品ト

レイ、ペットボトルなどの店頭拠点回収方式による減量・再資源化のネットワーク作りに努めます。 

・その他 

     地域で行われているアルミ缶や段ボールなどの自主的な集団回収活動に対して、集団回収奨励金制度

等で支援し、活動の活性化と拡充を促進するように努めます。 

 

年      度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 

容器包装廃棄物 14,409t 14,350t 14,291t 14,233t 14,175t 
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７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分(法第

８条第２項第３号) 

 

    最終処分場や廃棄物処理施設などの整備状況及び再資源化による減量効果、経済効果などを総合的

に勘案し、分別収集を行う容器包装廃棄物の種類を表１左欄のように定め、収集に係る分別の区分を表１

右欄のように定める。 

 【表１】分別の区分と実施時期 

分別収集する容器包装廃棄物の種類 収集の分別区分 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 

金
属 

主としてスチール製容器 
あき缶類 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

主としてアルミ製容器 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

ガ
ラ
ス 

無色のガラス製容器 

あきビン 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

茶色のガラス製容器 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

その他のガラス製容器 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

紙 

 

類 

主として紙製の容器であって飲料を充てんする

ためのもの(原材料としてアルミニウムが利用

されているものを除く) 
牛乳パック ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

主として段ボール製の容器 段ボール ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

主として紙製の容器包装であって

上記以外のもの 

牛乳パック、段ボール

以外の紙製容器包装 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

主としてポリエチレンテレフタレー

ト製の容器であって飲料、しょうゆ

等を充てんするためのもの 

ペットボトル ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

ペットボトル 

（拠点回収） 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

主としてプラスチック製の容器包

装であって上記以外のもの 白色トレイ 

(事業者自主回収) 
     

その他のプラスチック

製容器(トレイを含まな

い) 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び法第２条第６項に規定する

主務省令で定める物の量の見込み(法第８条第２項第４号)   

 

  【表２】分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び主務省令で定める物の量の見込 

年   度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 

 

金 

属 

主としてスチール製容器 372t 371t 369t 368t 366t 

主としてアルミ製容器 238t 237t 236t 235t 234t 

ガ 

 

ラ 

 

ス 

無色のガラス製容器 

(合計) 511ｔ (合計) 509ｔ (合計)507ｔ (合計)505ｔ (合計)503ｔ 

(引渡量) 

0ｔ 
(独自処理量) 

511ｔ 
(引渡量) 

0ｔ 
(独自処理量) 

509ｔ 
(引渡量) 

0ｔ 
(独自処理量) 

507ｔ 
(引渡量) 

0ｔ 
(独自処理量) 

505ｔ 
(引渡量) 

0ｔ 
(独自処理量) 

503ｔ 

茶色のガラス製容器 

(合計)510ｔ (合計)508ｔ (合計)506t (合計)504t (合計)502t 

(引渡量) 

0ｔ 
(独自処理量) 

510ｔ 
(引渡量) 

0ｔ 
(独自処理量) 

508ｔ 
(引渡量) 

0ｔ 
(独自処理量) 

506ｔ 
(引渡量) 

0ｔ 
(独自処理量) 

504ｔ 
(引渡量) 

0ｔ 
(独自処理量) 

502ｔ 

その他のガラス製容

器 

(合計)218ｔ (合計)217t (合計)217ｔ (合計)216t (合計)215ｔ 

(引渡量) 

218ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
(引渡量) 

217ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
(引渡量) 

217ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
(引渡量) 

216ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
(引渡量) 

215ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 

紙 

 

 

 

類 

主として紙製の容器であって

飲料を充てんするためのも

の(原材料としてアルミニウ

ムが利用されているものを

除く) 

9t 9t 9t 9t 9t 

主として段ボール製の容器 1,425t 1,420t 1,415t 1,409t 1,403t 

主として紙製の容器包装で

あって上記以外のもの 

(合計)1ｔ (合計)1ｔ (合計)1ｔ (合計)1ｔ (合計)1ｔ 

(引渡量) 

0ｔ 
(独自処理量) 

1ｔ 
(引渡量) 

0ｔ 
(独自処理量) 

1ｔ 
(引渡量) 

0ｔ 
(独自処理量) 

1ｔ 
(引渡量) 

0ｔ 
(独自処理量) 

1ｔ 
(引渡量) 

0ｔ 
(独自処理量) 

1ｔ 

プ 

ラ 

ス

チ 

ッ 

ク 

主としてポリエチレンテレフタ

レート製の容器であって飲

料、しょうゆ等を充てんする

ためのもの 

(合計)567ｔ (合計)565ｔ (合計)563ｔ (合計)560ｔ (合計)558ｔ 

(引渡量) 

67ｔ 
(独自処理量) 

500ｔ 
(引渡量) 

63ｔ 
(独自処理量) 

502ｔ 
(引渡量) 

59ｔ 
(独自処理量) 

504ｔ 
(引渡量) 

56ｔ 
(独自処理量) 

504ｔ 
(引渡量) 

52ｔ 
(独自処理量) 

506ｔ 

主としてプラスチック製の容

器包装であって上記以外の

もの 

- - - - - 

 うち白色トレイ - - - - - 
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び法第２条第６項に規定する

主務省令で定める物の量の見込みの算定方法 

  

① 人口変動率(高槻市総務部総務課「将来人口」より) 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

３４４，３４９人 

（対前年度比） 

９９．６％ 

３４３，１６９人 

（対前年度比） 

９９．６％ 

３４１，９２１人 

（対前年度比） 

９９．６％ 

３４０，５９９人 

（対前年度比） 

９９．６％ 

３３９，１９８人 

（対前年度比） 

９９．６％ 

※ 人口変動率は、以上の結果から令和１２年度まで一定であるとした。 

 

② 家庭系ごみ排出見込み量及び家庭系ごみ収集見込み量 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

６６，９４４㌧(排出見込量) 

６１，８８２㌧(収集見込量) 

６５，２６５㌧(排出見込量) 

６０，６４５㌧(収集見込量) 

６３，６５３㌧(排出見込量) 

５９，４３２㌧(収集見込量) 

６２，１０１㌧(排出見込量) 

５８，２４３㌧(収集見込量) 

６０，６０７㌧(排出見込量) 

５７，０７８㌧(収集見込量) 

 

  ③その他見込量 

   容器包装廃棄物の見込量については、以上の要因並びに市町村分別収集計画手引きの参考事例データ

（表２－３－１ごみ排出量に占める容器包装廃棄物比率）を用いて算出した。 

 

１０ 分別収集を実施する者に関する基本的な事項(法第８条第２項第５号) 

    分別収集は、原則として現行の収集体制を活用して行います。なお、こども会等の市民団体が取り組んで

いる集団回収及びスーパーや小売店での店頭回収については、取扱い品目の増加を促すなどその拡充を

図ります。 
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【表３】分別収集の実施主体 

 容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 収集・運搬段階 選別保管等段階 

 

金 

属 

主としてスチール製容器 

リ 

サ 

イ 

ク 

ル 

ご 

み 

あき缶類 

市が委託した民間業者

が定期回収 

市が委託した民間

業者 

主としてアルミ製容器 

ガ 

ラ 

ス 

無色のガラス製容器 

あきビン 茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

紙 

類 

主として紙製の容器であって飲料を充て

んするためのもの(原材料としてアルミニ

ウムが利用されているものを除く) 
牛乳パック 

主として段ボ－ル製の容器 段ボール 

主として紙製の容器包装で

あって上記以外のもの 

牛乳パック、段ボール

以外の紙製容器包装 

プ 

ラ 

ス 

チ 

ッ 

ク 

主としてポリエチレンテレフ

タレート製の容器であって

飲料、しょうゆ等を充てん

するためのもの 

ペットボトル 

ペットボトル（拠点回収） 市が店頭から定期回収 市が選別保管 

主としてプラスチック製の容

器包装であって上記以外の

もの 

白色トレイ 事業者が自主回収 事業者が保管 

プラスチック製容器 － － 

 

１１ 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項(法第８条第２項第６号) 

   リサイクルごみ(あき缶・あきビン・紙類)については、全市域を対象に平成８年１１月から民間業者に収集・

運搬・選別・圧縮など委託しています。 

    ペットボトルや白色トレイについては、スーパー等の店頭で回収されたものを市または事業者が収集し、

一部の事業者が自主回収するものを除いて収集・運搬及び選別・圧縮・保管作業を市が行います。また、 

ペットボトルについては、上記の店頭での回収に加え、平成28年4月から、リサイクルごみでの収集を開始し、

民間業者に収集・運搬・選別･圧縮などを委託しています。 

  【表４】処理の段階ごとの分別収集の用に供する施設の種類 

処理の段階 区 分 仕 様 

排 出 収集場所 共通集積場所利用 

収 集 ・運 搬 収集車両 共通車両及び専用車両準備 

選 別 ・保 管 

ストックヤード 
あきビン用17m×16m×3m 

コンクリート製 

ペットボトル選別・保管 353.75㎡ S造 

あき缶・あきビン選別・保管 
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【表５】分別収集の用に供する施設整備計画 

分別収集する容器 

包装廃棄物の種類 

収集に係る 

分別の区分 
収集容器 収 集 車 中 間 処 理 

金

属 

主としてスチール製容器 
あき缶類 ポリ袋 

2tﾊﾟｯｶｰ車 

4tﾊﾟｯｶｰ車 

缶はﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱで選別し

た後、圧縮 主としてアルミ製容器 

ガ 

ラ 

ス 

無色のガラス製容器 

あきビン ポリ袋 

2tﾊﾟｯｶｰ車 

 

4tﾊﾟｯｶｰ車 

回収後、選別 茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

紙 
 

 
 

類 

主として紙製の容器であって飲

料を充てんするためのもの(原

材料としてアルミニウムが利用

されているものを除く) 

牛乳パック 

紐で縛る 
2tﾊﾟｯｶｰ車 

4tﾊﾟｯｶｰ車 
手選別 主として段ボール製の容器 段ボール 

主として紙製の容器包装であ

って上記以外のもの 

牛乳パック、段

ボール以外の

紙製容器包装 

プ 

ラ 

ス 

チ 

ッ 

ク 

主としてポリエチレンテレ

フタレート製の容器であ

って飲料、しょうゆ等を充

てんするためのもの 

ペットボトル ポリ袋 

平床ﾎﾞﾃﾞｰ車 

2tﾊﾟｯｶｰ車 

4tﾊﾟｯｶｰ車 

選別し、圧縮 

 

 

 
白色発泡スチロール製

食品トレイ 
白色トレイ  

事業者が自主回

収 

白色トレイについては、 

スーパー等の自己処理 

その他のプラスチック製

容器包装 

プラスチック製

容器 
－ － － 

 

 

１２ その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

 

・集団回収が行われていない地区には、広報誌や地元説明会などの機会に集団回収促進の啓発を行いま

す。 

    また、再生資源の価格の低下などにより集団回収実施団体の回収意欲がそがれることの無いよう、平

成１３年度から回収実績に応じて集団回収奨励金を交付する制度を創設しています。 

・「たかつきエコオフィスプラン」に基づき、グリーン購入の推進を行います。 

・廃棄物減量等推進審議会、ごみ減量等推進員等を活用し、分別収集計画の具体策に関する意見等を 

各機関に求めていきます。 


